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第一章 廃藩置県後の政治状況

第一節 太政官三院制改革をめぐる政治状況

明治四年七月一四日に断行した廃藩置県と同月二九日の太政官三院制の改革は、

王政復古以来の維新政府の権力のあり方を大きく修正した。 幕末 ・ 維新期におけ

る「国家的貢献度」や諸藩連合 ・ 公議与論によって成立した維新政府の権力構造

は、 薩長土三藩の献兵から成立した御親兵の武力を背景に断行された廃藩置県ク

ーデタによって否定されたのである。 廃藩置県クーデターは、 綿密な計阿から実

行されたのではなく、 突如として「賭け的に打ち出した窮余の一策」であり、 権

力内部に蓄積した矛盾と車L 蝶が、 廃藩置県断行に踏み切る動因となったく1>。 先行

研究は、 維新政府が抱えていた構造的 ・ 政策的諸矛盾に、 政府 ・ 諸藩対抗、 �徳

培養、 帝都所在地の問題および外交、 教育、 軍事、 民蔵分離問題などを挙げ、 約

密な分析を行っているく2>。

本章では、 このような先行研究の成果を踏まえたうえ、 廃藩置県後の政策的 ・

制度的矛盾と各政治勢力の競合と対立の過程を、 主として当時の政治家の政治的

立場に焦点を合わせて分析する。 ある政治家の政治的行動と発言は、 その政治家

の置かれた政治的立場と無関係ではありえない。 むしろ、 打開しなければならな

い自らの政治的立場を極めて明快に代弁していることも多々あるのであるの 特に、

内政・外交で未熟な維新初期の場合においての政治的行動と発言は、 必ずしも政

治家個人の綴密で長期的な政治的プランによるものだけではなかったように思わ

れる。 このような観点から、 廃藩i賀県後の大きな政治的争点、として浮かび上がっ

た岩倉使節団の洋行問題と「約定書」の成立に、 最も核心的な役割を演じた大久

保利通を主な分析対象とする。 留守政府の枠組みを作った「約定書jは、 ![1，余使

節団の成立をめぐる競合と対立の結果を大いに反映したものであったの そして
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岩倉使節団 ・ 「約定書」の成立をめぐる競合と対立の重要な要閃として、 随所に

見られる大久保の強引な洋行参加の願望を見過ごす訳にはいかなし\0 大久保は、

なぜ強引にまで洋行を願望したのであろうか。 またその結果を大いに反映した[

約定書」と大久保洋行参入の代償は、 留守政府の枠組みをどのように規定したの

であろうか。 本章では以上のような問題を、 廃藩置県を前後する時期に置かれた

大久保の政治的立場に焦点を合わせて考察していきたい。

大久保は、 周知の通り、 西郷隆信事 ・ 木戸孝允と共に維新の元勲である。 戊辰戦

争の終結と共に帰郷した西郷に代わって、 長州を代表する木戸と共に維新政府に

おける薩摩の利益を代弁していたのが大久保であ った。 薩長を代表する両人は実

務行政に直接関わることはなく、 主として藩閥あるいは自派勢力の利益を擁議す

る調整者の立場であり続け、 政府部内における権力のバラン スを維持してきたの

である。 明治三年六月、 大隈の参議就任を阻止し、 民蔵分離を成し遂げたのは、

多くの才子を抱え 大蔵 ・ 民部省を掌揮していた「木戸派Jに対する大久保の牽制

に他ならなかった。 主として民蔵分離合省問題と参議省卿兼任分離問題をめぐっ

て競合していた大久保と木戸との関係は、 丙郷の上京を境にして微妙に変化して

きた。 廃藩置県に先立つ制度改革の大綱は「木戸(及び丙郷)両人政府の本に立

其余諸省に下」りく3>、 「諸省少柄以上参議迄廃官J <4>することであった。 その

結果、 六月二五日の西郷、 木戸が院長の均衡を保って各々参議に就任し、 他の参

議と大久保は「諸省に下Jる運びとな った。 岩倉は、 「諸省に下」 って最大の役

所であった大蔵卿のポストを大久保に進めた。 しかし、 大蔵事務に不得手である

ばかりでなく実務行政に直接携わるより調整者としての役割に終始してきた大久

保は、 「是のみは真に目的相立兼lると大蔵卿就任を抱んだo 大久保は「中務大

輸の辺ならは十分尽し見度」 と「幾度にもJ 1嘆願したのであるくわo 新設予定のrt1

務省の役割は未だ詳らかではなかったが、 古代の太政官制から考えると、 天里市11

国家における国家意思決定過程に深く関与する役所として想定されていたことは



間違いなかろう。 一般の行政の長官ではなく、 政策立案や国家意思決定において

参議に併置できる新しい権力機構として、 中務省入りが考えられていたのである。

「中務大輔の辺」とは、 公家の中務卿就任を予想したからであろう。 しかし、 l t1 

務省創設の見込みが立たないまま、 二七日に大久保は大蔵卵IJ就任を了承した。 制

度改革の詳細は未だ具体的には決っていなかったが、 大久保の制度改革構想、と予

想は、 年来の持論であった参議廃止あるいは参議 ・ 省卿兼任制の実現であった。

少なくとも、 大久保にとって、 自らの大蔵卿就任は、 制度改革完了するまでの過

度的な措置として理解されていたと思われる。

しかし、 廃藩置県を目前にして、 中務省創設の見込みはなく、 土佐の板国退助

・肥前の大限の参議就任説が流れるだけであった。 大限の参議就任説について、

七月一三日の『大久保利通日記』は次のように記している。

「又々大隈等参議再任の寸如何有之や岩公には甚御不同意の旨承此論大に御

尤にて小子に於て内々木戸へ異論終に合兼候故を以大を取て小を去るの趣意

にて差置候事lこて若し内情を打出し市上候は 、心動き可申候得共夫にては大

事の御運付兼候間程克御答申上置候段々御説得昨1 tそれならは無致方と御安

心有之候」く6 ) 

明治三年六月の「木戸派」による民蔵合省と大隈参議就任を阻止した大久保は、

大隈参議就任に対して即時木戸に異論を提起したが、 木戸も譲らなかった。 廃蒋

置県の「大事」を翌日lこ控えていた大久保は、 「大を取て小を去るの趣意」でも

って大隈の参議就任を黙認せざるを得なかった。 院長土肥の均衡人事が行われる

に至って、 大久保の政治的立場はいよいよ窮屈になってきたのである。 維新以来

会計事務や大蔵事務に長く携わ っていた大蔵大柄大限の参議就任によって、 大久

保との地位は逆転され、 形式的とはいえ大久保は大隈の制裁を受けざるを得ない

立場に立たされたのである。 大久保はこのような窮屈な立場を「大事之成るを

的lこして小事を聞は」なかったと、 日記に記しているく7)0 大久保は、 薩長上の軍



事力を背景とする西郷の強力な指導力に導かれた廃藩置県の「大事」のために、

大限の参議就任を始めとする制度改革の「小事」は犠牲にしたわけである。 廃蒋

置県の「大事Jが成る間は、 「小事」の犠牲に対する政治的補償は期待できなか

った。 しかし、 廃薄置県が実行されると、 大久保は即時有余に「宵内辺lへの転

任を願い出て、 木戸西郷にも転任の意思を強く主張したのであるく8>。 ところが、

公家・ 旧藩主勢力が続々と退場する中で、 宮内省は依然として公家の牙城であり

つづけた。 大久保の中務省、 宮内省辺りへの転任は至難の課題だったのである。

結局、 「大事」のため「小事」を犠牲にした大久保の政治的立場はなんら改斉さ

れることはなく、 大蔵卿という窮屈な地位に甘んじなければならなかった。 さら

に追い打ちをかけるように、 大久保の持論とは相反する民蔵合省の議論が起こ っ

た。 しかし、 二三日の『大久保日記』は、 「今日井上より民蔵合省の談を承る小

子決心之趣有之内願致居候得共猶勘考可致|とあるうようにくわ、 かつて民歳分間t

工作に尽力していた大久保は、 民蔵合省に関心を見せ始めた。 井上は、 民蔵合符

と大蔵卿就任をためらっていた大久保を執助に迫ったようで、 大久保は次のよう

に述べている。

「井上より切に示談小子転任まてもいたし候得ははや夫限に而同人等も去る之

外無之の而御趣旨に就而いか様とも手足と成億力可致候間趣旨承りくれとの

寸なるよし」く10>

井上の執助な説得に何等前途の展望を持てなかった大久保は、 自らの持論であっ

た小大蔵省論を曲げざるを得なかったのであろう。 民蔵合省の二目前、 大久保は

ついに受諾に至ったのであるく11> 0 

「井上入来云々之談有之(中略)固よりと答へ請合候との1に而同行参朝直

に申出木戸始同意凡御内決明後日発表可致との事也J

大久保の大蔵卿就任には、 もとより反対はなかった。 大蔵事務を不得手とし、

小大蔵省主義を持論とする本人の意思が、 大蔵卿就任をためらわせただけであ っ



たろう。 このような大久保の大蔵卿就任の裏には井上の執助な説得工作があった。

説得する側とされる側の両者の思惑は何だったのであろうか。

まず大久保は、 西郷 ・ 木戸の参議就任に際して願望した中務省の創設と転任、

そして板垣 ・ 大隈の参議就任に際して願望した「宮内辺Jへの転任を、 何れも果

たせなかった。 また、 廃藩置県の「大事」が成る問に行われた醗長士肥の均衡人

事による四参議の就任を了承せぎるを得なかった大久保には、 すでに残された選

択肢はなかったのであろう。 そこに、 井上の執助な説得工作があった。 井上は、

廃藩後民部省への降格人事から大隈参議就任によって空席になっていた大蔵大柄

に再び戻っており、 大久保のような大政治家を担ぎ出して巨大な大蔵省を築き上

げるのが、 かねてよりの願望でもあった。 このように、 大限 ・ 伊藤と共に「木戸

派」大蔵官僚として、 大大蔵省主義を貫徹するため種々画策していた井上に対し

ては、 少なくない反対勢力が横たわっていた。 安場(呆和を中心とする熊本藩から

の大隈排斥運動と、 「木戸派」を牽制するための由利公正の起用問題がそれであ

る< 12>。 特に、 人事面で木戸と対立していた西郷の推薦にかかる由利の起用問題

は、 明らかに「木戸派」大蔵官僚に対する脅威であった。 このような大蔵省をめ

ぐる絶え間ない確執を調停するためにも、 西郷 ・ 木戸に並ぶ大久保の大蔵卿就任

は必要であったろう。 由利 ・ 安場とも太いパイプを持っている大久保の大蔵卿就

任は、 廃藩置県と共に集権化計画のために予定された制度改革を完結させるため

の最後の作業であった。 他に選択肢を持たなくなった大久保に対して、 ナt- [.は職

をかけて大久保の説得にかかり、 制度改革は決着をつけるようになったのである。

廃藩置県直後の政局の不安を、 制度 ・ 機構の改革と共にすばやく安定させよう

と す る 政府は、 二 七日の 民 ・ 蔵 合省と井上の大蔵大柄 任命、 二 九 円 の大久保大 蔵

卿任命によって、 廃藩置県後最大の難問題に決着をつけ、 太政宵三院ftilの権力体
制lはその骨格を現したo 太政官三院制改革は、 明治二三年以来の制度改革をめぐる

焼合の一応の帰結点であったo それと同時に、 維新の理念であった万機公論を恨



底から否定し、 強引な手段で廃藩置県を押し通した院長土肥四藩による中央集権

化 の た め の 制度的装置 でもあった。 この太政官 制は、 明治 一 八 年 の 内 閣 制成 立 ま

でさしたる変化なしに続けられ、 憲法に代わって国家の権力構造を規定したnfr: . 

の 典 範として機能したのである。 ここで、 正 院 ・ 左 院 ・ 右 院 からなる 太 政 官 二 院

制 の 特徴 を 『 法 令 全 書 』 の 中 から見て み よう。

まず、 正院は「天皇臨御して万機を総平IJし大臣納言之を補弼し参議之に参与し

て庶政を奨督する所なり」、 「凡立法施政司法の事務は其章程に照して左右院よ

り之を上達せしめ本院之を裁制す」とある。 正院は、 天皇が親臨して立法・ 行政

・ 司法を司る最高(政策決定)機関として位置づけられていた。 正院の首班たる

太政大臣は「天皇を輔翼し庶政を総判し祭杷外交官戦講和立がjの権海陪軍の事を

緩知す」る広範な権限を握っていた。 太政大田の権限事項を実質的に議判する機

関としての参議は「大政に参与し官事を議判し大臣納言を補佐し庶政を賛成する

を掌」ることが定められていたく13>。 このような強大な権限を持って国家権力の

頂点 に 立 って い る 正 院に、 太政 大 臣 三 条 実 美 の 他 薩 長 土肥 の 四 人 の参議( 丙 郷、

木戸、 板垣、 大隈)がそのポストについていたのである。

また正院に次ぐ機関として、 左院はI 議員諸立法の事を議」して|正院に上達」

する立法機関として議長 ・ 副議長(後藤像二郎、 江藤新平)が置かれた。 右院は

「各省長官嘗務の法を案し及行政実際の利害を審議する所なり各省長官次官之に

任すJとしており 、 各 省 の長・ 次官(gel1・ 大柄)から構成された行政府として、

実質的な政策立案と行政の利害を審議すると ころであった。 しかし、 参議・ 省卿

の分離によって、 各省の諸政策は正院の裁可と牽制を受けなければならなかったO

Lのような行政の二元化と大大蔵省の問題は、 明治六年の太政官「潤色l、 参議

省卿 兼 任 制 、 内 務 省 の 創設 という 権力構造 の変 遷 を 惹起 する き っ かけとな っ た の

である。

以上簡単に概略して見たが、 太政官三院制はその権限 ・ 組織 ・ 構成からも正院



-左院・ 右院が併置されたのではなく、 薩長土肥を中心とする正院が左 ・ 右院の

上lこ立って立法 ・ 行政 ・ 司法の最高決定機関として位置づけられていた。 そして、

正院の構成員は薩長土肥の均衡人事によるものであり、 その他左 ・ 右院を含んだ

大輔級以上の人員構成を見てみると、 薩長土肥の割合は四 ・ 五 ・ 三 ・ 三(八月- -

O日現在)で、 土肥に対してやや薩長の優位が表れている。 特に、 同蒋以外の他

藩出身者の権力中心部への接近は許されなかった。 なお、 大隈はこの時期の最

急務を「この三大難局(外務 ・ 財政 ・ 軍事)を裁珂するの任に嘗らしむるに宥倉

を以ってし、 大久保を以てし、 山県を以てし、 旦大久保を佐くるに井上を以って

す」としているようにく14>、 条約改正 ・ 財政確保 ・ 国家武力の確立を最大の急務

と見倣していた。 この「三代難局」を担当する卿 ・ 大輔の全てが、 薩長出身者で

あったことは注目に値する。 また、 右院の中の筆頭であり、 「一国の政務の四分

通りを統轄する姿J <15>となった大蔵省には、 薩長の大久保 ・ 井上が各々卿 ・ 大

輔を占めた 。 要するに、 廃藩置県による中央集権化とその制度的装賓としての太

政官三院制の改革は、 国家への「貢献度Jによる諸藩官僚の人選と諸藩連合によ

る万機公論の原則を否定し、 「皇国の住石Jたる薩長両議による能率の俺大化を

図ったものであったく16>。

しかし、 前述の通り大大蔵省をめぐる車し際や行政の二元化の問題などの矛盾は、

依然としてくすぶっており、 その矛盾のどまん中に立たされていたのが大久保で

あった。 大久保と共に小大蔵省論を唱えた司法大輔佐々木高行は、 その問の民蔵

合省と大久保大蔵卿就任について次のように記している。

「今般の改革後より、 又々民部省は無用lこて、 大蔵省へ合併可然との論に定

たり、 是れは、 高行もすべて預らぬ事なれ共、 以前民部と分割する事に骨折

りたる甲斐もなし、 大久保大蔵卿も元来は分割論を主張したるに、 早や元の

如くなりたるか、 以前はまだ民部大蔵の名伺ありて、 合せたる事なれば、 漸

々名而己にて存したるに、 今般は、 すへて民部の名月を廃し、 大蔵にて内務



の事を取行ふ事になりたるは、 以前より一層権力を附けたる道理にて、 他

必ス正院にて駅し兼ぬるに至るべし、 実に迂と云ふべし然しながら、 当今は

大蔵 省杯の勢盛ならば" ;J.虫も引戻ス事は出来まじ、 右の如く屡改正は好まし

か らぬ事 なれ 共、 致方 な し 」 く1 7 > 

廃藩置県の「大事」は予想外の平穏のうちに成し遂げ‘られたが、 制度改革の而

では紛争の余地を依然、として残したままであった。 大 久保は、 井上の執槻な説得

によって不得手の大蔵卿に就任したが、 実質的に 大 蔵省は大隈 ・ 井上ら「木戸派l

大蔵官僚の手中に落ちていた。 大久保は、 これらの大蔵省に反発する反対派に対

する防波堤の役割を、 図らずも負われていた。 一度[ 大 事Jのため「小事を問は」

なかった大久保の政治的立場は、 「一国の政務の内分通りを統轄」する大蔵卵p就

任によってでも、 決して改善されてはいなかったのである。

太政官三院制に至るまでの 大 久保の政治的立場は、 第一に、 西郷の上京によ っ

て、 藩闘の均衡上、 薩藩利益の代弁者としての地仇を譲らざるを得なかった。 維

新政府発足以来、 薩長のリーダ-格であ った 大 久保と木戸は、 一般行政の長宵の

職につくことはなく、 自藩と藩開聞の利益の調整役として活躍してきた。 この調

整 役 を 西 郷に 譲 った 大 久保は、 「 大 事 」 のた め 不 得 千 な 大 蔵 卿 に 押 し 上 げ ら れたの

しかし、 中務 省または「宮内辺」への転任を図って、 自らの窮屈な政治的立場を

打開しようとした大久保の意図は、 何れも実現できなかった。 第二に、 木戸と競

合してきた制度改革携想の中で、 行政の効率を高めるべく大久保が主張し続けて

きた参議 ・ 省卿の兼任命IJくあるいは参議廃止)と民蔵分離の主張は、 木戸の思惑

通り(参議 ・ 省卿の分離)になって実現できなかったo 第三に、 明治三年六月、

「木戸派」の牙城であった大大蔵省を大蔵 ・ 民部省に分離することに成功した大

久 保 で あ ったが、 大隈 の参議就 任 、 井 上 の 大 蔵大 柄 就 任 によ って、 事 実 と 大 蔵 n

�í再び「木戸派」の牙城とされた。 これまた木 戸の 思 惑 通り とな っ たので あ るつ

に の よ うに、 維 新 政 府 の 中 枢 にありなが ら、 として政 体 権 想 をめ ぐ って 不 "



と 対立 し て きた 大久保の思惑 は、 太 政 官 三院 制改 革 には ほ とん ど 反映 さ れなか

fこ。 これは維新以来の木戸 ・ 大久保の権力争いの一つの決着であったが、 大久保

の「大事之成るを目的にして小事を問は」なかった結果でもあった。 いずれに世

よ、 「小 事」 を 犠牲 にして、 かつて 自 ら批 判 して 止 ま なか っ た大大蔵省 の長宵 と

し て 就 任 する 羽 目になった 大久保の政治 的立 場は 窮屈 であった。 依 然 として 紛 争

の種 を はらんでいた制度 改 革 と、 窮屈 な 形 となった 大 久 保 の政治 的立場は、 折 り

し も 登場 していた条約改 正 問題と 洋行 問題に、 新 しい 突破口 を 切 り 開 こ う と し て

いた。

第二節 岩倉使節団案の登場と大久保利通

条約改正問題がこ の 時期に登場したそもそも の きっかけは、 明治五年五月以降

の条約改正 の 条項を盛り込んでいた安政五年(一八五八年) の 「日米修好通商条

約Jの第一三条に因由するく18>0 沢宣嘉外務卿主導で明治三年から外務省条 約改

正掛で進められてきたこの問題は、 廃藩置県と太政宵二三院制改革によ って一時rt1

断 さ れ た が、 廃 藩 置県後 こ れを 受 け 継 い だ のが 参 議大 隈 で あっ た 。 f 大 隈 伯 昔日

讃』には、 「其当時に於て敏腕豪謄なる大政治家の為へき大事業は、 条 約改正を

舎 て 他 に 之 あら さ り し 」 とあるよ う に、 廃藩 置県後 の最 大の関心 事 は 翌年 に迫 っ

ていた条約改正問題であった。 そして「余は此議を主張し(中略)閣僚としても

左したる異存なく、 一応は余か発議に決せり」とあり、 廃藩置県後の条約改正ポ

務は大隈の担当すると ころ となった。 しかし、 大限が発議した条約改正事務は

真後頓 て 内 閣 の 一 大問題 」 となったのであるく1 9 > 0

「内閣の一大問題」として洋行問題が最初に閣議にkがったのは、 八月てO円

噴と思われるo 一八日の『木戸孝允日記』にも、 木戸は「訪大久保洋行の心事を

談すJと記しているがく20>、 大久保はさしたる関心を見せていなかった。 廃蒋i宵



県と太政官三院制改革のどまんなかに埋もれていた大久保に、 条約改正問題に関

心を寄せることはできなかったのであろう。 しかし、 二O日の大久保日記は、 「

御宮中外国使之議あり」と簡単に記しているく21>0 大久保は、 この日初めて洋行

問題に関心を示したのである。 不得手な大蔵卿よりは、 一般行政の長官よりは[IJ

務省あるいは「宮内辺」を願望して果たせなかった大久保にとって、 条約改正の

ための洋行問題は、 「敏腕豪謄なる大政治家の為へき大事業」として映ったので

あろう。 なお、 翌日の大久保日記には、 「外国使節見込御下問岩公御出第一外国

使節の寸分而御談有之」とありく22>、 外務卿岩倉と洋行問題について熟議してい

ることが 分かる。 しかし、 大隈はすでに条約改正事務を担当しており、 小規模使

節団派遣計画を打ち出していた状況であった。 したがって大久保が、 洋行問題を

自らの窮屈な政治的立場を打開するための好材料として政治問題化するためには、

まず大隈の洋行構想を阻止しなければならなかったのであろう。 初めて洋行問題

を熟議してからわずか五日後の 大久保は岩倉にその問の洋行問題をめぐ

る状況を次のように報告している。

「兼て外国行云々之事昨朝参朝之節大隈へ何となく承候処内実は同人を条公

へ被召述も今日之処にて木戸也小臣也皆々相加候ては即今弊藩之事も半途之

訳 に も 有 之 決 て 不 可 然、 何れ 全 権 之人 壱 人 被 発 出 候は \ そ れ にて 宣 舗 と之御 趣

意之白日出にて御座候尤板垣等も矢張り異論の様子に被閉巾候」く23>

洋行論は、 大限を全権とする小規模使節団が三条の支持の中で進められていたの

そして 大 隈の洋行 案 に 代わって、 大久保 ・ 木戸を主 体 とする新しい洋行構想、 もす

でに活発化していたことが分かる。 しかし、 三条は、 廃藩置県後改革されたばか

りの政府の弱体化を憂えて、 木戸 ・ 大久保等の洋行に反対した。 このような大限

の洋行案に関するおおまかな情報をつかんだ大久保は、 岩倉に「猶又御勘考」を

促し ァて、 岩倉 ・ 大久保による大隈洋行構想、 の横取り陰謀は 活 発化したのであるの
そして九月初旬頃には大久保の洋行参入がほとんど決まったようで、 � r 1の『



大久保日記』は次のように記している。

「井上子より小子洋行の寸を懇に示談有之此過日小子の見込有之候処異論に

て今日に成候処果して小子説に伏しいかにも感伏云々の趣にて山県両人にて

尽力可致との事に候四字退出西郷子入来小子洋行云々の井上より相談有之!日

人にでも此上は異論なしと巾事にて安心いたし候」く24)

大限に代わる大久保の洋行実現の障害になっていたのは、 廃藩置県後の政府の

弱体化を心配する三条や大隈ではなく、 大久保洋行の場合その留守を守らなけれ

ばならない大蔵大輔井上の反対であった。 民 ・ 蔵合省による大大蔵省を実質的に

牛耳るようになった井上に対する反発は、 依然水面下でくすぶっており 、 これを

抑えて政府のバラン スをとっていたのが大久保であっただけに、 大久保留守中の

大大蔵省の維持は困難だったのである。 大久保 ・ 木戸などが、 何の善後策もなし

に外遊に出かけた場合、 大蔵省をめぐる紛争は火をみるより明かであったの 大久

保を執助に説得して大蔵卿に就任させた井上の本来の意図からも、 大久保の洋行

に簡単に同意するわけには行かなかったのである。 ところがこの目、 井上はこれ

までの態度を改めて「感伏Jしながら大久保の洋行に同意した。 井上のこのよう

な態度変化の背景には、 大久保 ・ 木戸留守中の大蔵省に様々な政治的保証を取り

付け、 留守中の大蔵省と井上に対する左院 ・ 諸省からの反発を事前に防ぐ措置が

講じていたからであろう。 同日の岩倉宛大久保書簡はこのような井上の思惑を次

のように伝えている。

「井上より今朝熟談之次第有之猶又閣下江篤と御話申上呉候様巾入今日退IH

より参昇之筈に御座候其趣意、は段々近来之様子を熟察いたし{I柔に大蔵省之権

盛んに相成是非不殺候ては不相済みと申論説有之既に左院におひても彼是異

論相立布政使之事等に付正院江申立相成候とかりうテ将来を熟思洞察いたし候

に不日必らす不測之弊を生し又々御変革とか巾事に相及可申其節に相成 -両

人之進退等は素より顧念に足らす候へ共左様相成候得は必定不可救之事に立
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至候は安中lこて折角今日之御運lこ相成候を実に遺憾とも何とも難申就ては克

々勘考致候に是非他日を目的にして今日其治療を施し置不申候ては誠 に管11

事 に候間過日来承居候小臣等洋行之事弥良法と被存候問木戸也小田也断然、御

差出相成候方可然、と被存木戸江も談之上今朝西郷へ山県井上両人参候て厚遂

示 談 候由 西 郷も 利 害 得 失 之論を 間 致 同 意候 由 乍 板 垣 之処いか 、 可 有 之候 哉 と

申居候由尤右之御運に相な候得は其留守中之処廃蒋立県之始末丈之事をなし

何事も手を引き大蔵省におひても人選等之権は凡て正院に御擦り左院は閉局

同様にいたし度と之趣に御座候此事板垣いか 、あらんと西郷も案居由右は誠

に幸之機会と相成為全国此上なしと大悦仕候尚又井上より篤と御間取被下此

上御賢慮を以配慮被下度奉願候」く25)

この書簡は、 大久保と井上との「今朝熟談之次第Jを伝えているのが主な内容

で、 これに大久保の意見を加えて報告している。 井上が要求した政治的保証とそ

の背景は、 およそ次のようなものであったと察せられる。

まずは、 廃藩置県によって中央政府の地方に対する画一的支配は完成されたが、

そのことは また内政の整備に取り組む諸行政機関の機能が拡大されることを意味

していた。 財政権と地方の行政権などを握っていた大大蔵省に対する諸省からの

反発や権限配分の要求は必然、的であった。 また民 ・ 蔵合省に反対し、 小大蔵省論

を 唱 え る 土 肥 勢 力 の 拠 点 で もあ っ た 左 院 ( 議長 後 藤 、 副 議長 江 藤 ) は、 大 蔵 省 の

権限を半減するための内務省創立の動きさえみせていたく26)0 このような諸反発

をいかに抑えるかが、 大大蔵省主義を貫徹するために井上が必要としていた政治

的保証の対象であったろう。 具体的には「其留守中之処廃藩立県之始末丈之事を

なし、 何事も手を引き大蔵省におひても人選等之権は凡て正院に御採り、 左院は

廃局同様」とするのが、 井_I-_の要求であったo 要するに、 井上が構想していた潤

守中の政府は、 現状凍結の最小限の政府にすることであったo この条件には、 大

久保も「為全国此上なしと大悦jしたので両者の利害はほとんどーー致し、 大久保



洋行の障害は除かれたのである。

井上はこのような政治的保証の上で、 大大蔵省の前提でもあった財政確立のた

めの緊縮財政を貫くため諸省の近代化政策の一時凍結を阿策した。 左院の[廃hiJ

同様」と右院の一連の改革政策の一時凍結は、 財政の確保(銀本位指IJ準備)や大

蔵省の安定につながり、 さらには留守中の井上のリーダーシ ッ プにも直接つなが

るものであった。 また、 廃藩置県の大改革が行われたばかりの明治政府において、

その首脳たちは急激な改革よりは現状を維持して行くことに、 ある程度の合意、を

持っていたのであろう。 しかし、 大久保のもう一つの「大悦Jは、 廃蒋賢県を前

後して行われた制度改革の中で強いられた窮屈な政治的立場を、 向ら阿策して実

現させた洋行案によって改善するようにな ったことに対する素直な喜びでもあっ

たろう。 洋行にかつてない執念を見せ てい た大久保は、 「他日を目的Jとして新

しい洋行構想を練り始めたのである。

このように薩長聞の調整だけで進められた大隈洋行論の横取り陰謀は、 異常に

も順調に進んで、 九月初旬ごろには大限洋行論は影を隠してしまった。 肥前出身

という政治的劣勢と大隈の穏健な政治的性向のためであろうか、 路長の支持をも

って画策する大久保の洋行に対する願望は、 難なくその目的を達成した。 しかし

この目的を達成するためにはなによりも井上の同意が不可欠であったので、 井t

のために取り付けた様々な政治的保証は、 井上の政治的立場を益々強化させる結

果となった。 大隈宛五代友厚の書簡は、 「ある人の急に井上の勢飛鳥も落る、 其

所置清盛に似たり」とく27>、 井上の権勢ぶりを伝えているほどである。

しかし、 民蔵合省を画策して自ら大輔に就任し、 大久保の洋行条件のため益々

強力なリーダーシ ッ プを握るようになった井上は、 早くも大蔵省内部で反井上i恨

の反発に直面するようになった。 -0月五日の『大久保口記』は、 大蔵省をめぐ

る紛糾を次のように記している。

「西郷子へ訪大蔵省中段々議論有之安場子より口論の 1に付示談承候則小生



安場子へ訪厚及談合三岡(由利)云々示談」く28>

熊本藩小参事から大蔵大丞となったばかりの安場保和は、 公然と井上の独走ぶ

りを非難しながら、 大久保留守中の大蔵卿として東京府知事由利公正を押し立て

ようとしていた。 由利の大蔵省起用問題は、 すでに民蔵合省以前より「木戸派」

大蔵省に対する反対派の切札として存在していた。 この問題は、 井上の大蔵大柄

就任、 大久保の大蔵卿就任によって一段落し、 由利は東京府知事に就任すること

となった。 しかし、 井上を標的とするこの由利大蔵省起用問題が、 「飛鳥も落」

るくらいの権勢を誇るようになったこの時期に、 再び政治問題として登場してき

たのである。 したがって、 井上にとって、 三条 ・ 岩倉および院長の関係者の問で

交わされた口頭による合意は、 すでに留守中の井上大蔵省に対する政治的保証で

あり得ないことが明らかになった。 安場の由利大蔵省起用問題は、 井上が要求し

ていた政治的保証の中の「大蔵省におひても人選等之権は凡而正院に御握りlと

の条件が、 全く機能し得ないということをあからさまにしたのである。 大久保問

守中の大蔵省の紛糾は火を見るより明かとなった。 ここで井上は、 「進退を決l

する覚悟で大久保の洋行を阻止しなければならなかったく29>。 自ら画策して作司行

実現を目前にしていた大久保は、 太政官三院告'1の最大の問題であった大大蔵省問

題が、 決して根本的に解決ではなく、 自らの大蔵卵11就任によって一時的に均衡を

保っていたことを実感しなければならなかったのであろう。 いずれにせよ、 この

問題を解決するためには、 大久保が洋行をやめるか、 若しくは井上の要求のjmり

確実な政治的保証を取り付けておくのかの選択以外はなかった。 しかし、 洋行に

なみならぬ強い執念を持っていた大久保は、 井上が提示した条件を呑む他はなか

った。 大久保は、 早速岩倉そして安場 ・ 由利の背後にあった西郷に働きかけ、 井

上のために尽力しなければならなかった。 西郷の推薦にかかる由利と、 大久保と

太いノマイプを持っていた安場の井上に対する反発を収めるため、 大久保は岩倉に

次のように述べている(-- 0月九日) 0 



「昨日西郷談判の上井上へ及示談候処昨夜御聞の通にて同人の意底も無聞な

らすEは此人は手上に参り不申候ては御しにくい人体は兼て相察居申候問熊

と 致 同意 即 座に御 殿 へ同 行 申 合 成 否を 天 に 任 せ て 断 然 打 破 の 策 に 一 方 に 決 し

て出頭仕候故先を駆け十分暴言吐露仕候次第不悪御汲電可被仰付候木戸の論

lこ も 井 上の 申 通 に左院も 右 院も 止るとか何とか 巾 事 は 連 も 不 被 行 訳 にて 余 り

手強ひと申事は昨日も内話承居候、 退出より木戸にも井上に参候て与程愉快

も 致 し候趣に被聞申候得共、 井上は一図に持張り木戸にも不承知を申たる由

し同人H出に御座候(中略)甚乍不本意従前之行!懸りを以何く迄も井上を助る

論に帰申候世上之事是か非か更に弁別も出来不巾候御憐察奉仰候」く30>

大久保は、 「進 退を決」するつもりで大久保の洋行を阻止しようとする井上の

言動を、 「無理ならす」と同感せぎるを得なかった。 しかし、 井上はかたくなに

「左院 も右院も止る」等の極端な措置を条件にしていたので、 そのような井上の

「手強」さには木戸も大久保も呆れるほどだ ったようである。 しかも、 院長海閥

の利益を除けば、 井上より安場との人的つながりが密接であった大久保にとって、

ある「一方に固着」することは「弥六かしい」ことであった。 とにかく、 大久保

の洋行を実現するためには、 井上が「手強Jく主張している「右院も左院もlC J 

るくらいの措置に妥協する他はなかったのであろう。 洋行に執着する大久保は、

三条、 岩倉、 西郷そして山県などに「何く迄も井上を助る論」をもって、 調停を

頼まなければならなかった。 r不本意」でありながらも「何く迄も井上を助る論

lこ帰Jせぎるをえなかったのは、 ょうやくたどり着いた自らの洋行を実現するた

めの強い意思表現に他ならなか った。 また、 らの洋行実現のために無理を通さ

ぎるを得なかった大久保は、 「世上之事是か非か更に弁別も出来Jないと心境を

吐露し、 岩倉に「御憐察奉仰」しかなかったo )1: lの不満は、 同日の大久保宛の

書簡に「元来西郷先醒も大蔵省の御!懸念、を生瓦解杯と冷し候は定て安場より起り

候事と惟察罷在候、 安場少々往1] [[とは流義も相違の-=nと於私も愚考候問、 於老f?



如何被思召候哉Jとあるように、 安場に対する不満に他ならなか った。 したが

て、 井上は「同人(安場)は租税権頭敗又は土木頭欺へ転任被仰付候ては如何に

候哉Jと、 大久保に解決策を提示したのであるく31 >0 このよな大久保と井上の掛

合は、 一六日になってようやく妥協に至ったようで、 同日の大久保日記は次のよ

うに記している。

「井上へ訪小生に於ても断然、決着之趣旨を以反覆之論に及候処終に解心此上

彼是申候て小生江対し不相済事故西郷江云々談し度其上同人御引受に有之と

之事に候へハ兎角不申上云々に付安心いたし直に西郷江訪形行相OUi賢吉田江

訪帰此度之悶着不可言之混雑にて殆んと瓦解に至らんとする之際なり辛に井

上承諾して使節之趣意を全ふするを得たり」く32>

井上の「手強」い反発は大久保の説得だけでは済まず、 西郷の「引受」が必須

条件であった。 西郷が「引受」た井上の提示した条件とは、 まず西郷の推薦にか

かる由利の大蔵省起用問題を抑え、 西郷が大久保の代わりに大蔵省の面倒を見る

ことであった。 この件については、 大久保はすでに西郷にも「井上を助る論」を

説得していたので、 自らの洋行が実現するようになったことに安堵しているので

ある。 一七日の大久保日記は「今朝西郷子井上氏入来昨夜西郷子江井上より示談

の件々凡西郷氏同意引受んとの寸にて只今人撰之事困却之次第j云々とありく33>、

安場の由利大蔵省起用問題は西郷の譲歩によって一段落した。 西郷が「引受Jけ

るようになったのは大蔵省の面倒を見る大蔵省御用掛就任であった。 民蔵合省を

めぐる混乱が大久保の大蔵卿就任によって一応決着したように、 大久保留守中の

大蔵省の面倒を筆頭参議西郷がみることによって、 井上の「手強Jい反発は一応

収まったのである。 大久保の大蔵卿就任がそうであったように、 西郷の大蔵省御

用掛就任も、 井上と大蔵省に対する反発を抑える調整者の役割を担ったことはい

つまでもなし\0 安場と由利の背後にあった西郷の大蔵省御用掛就任は、 井上と安

場の対立を調停する役割に他ならなか ったo 要するに、 民蔵合省の際の大久保の



役割を、 洋行に際して西郷が肩代りした結果となったのである。

大久保の盟友であり大久保洋行参入のため早くから骨を折っていた西郷は、 「

井上より示談の件々」を「引受Jけて、 大蔵省内の反井上勢力の筆頭であ った安

場を一八日付で租税権頭に転任させ、 ついには使節団随行員として外遊にtBすよ

うになった。 大久保の洋行に対する願望は、 井上と西郷を野合させる結果とな

たが、 決して井上大蔵省に対する根本的な解決策でなかったことはいうまでもな

い。 井上は、 筆頭参議西郷の大蔵省 御 用掛就任によ って反対派を排斥する一方、

洋行後の留守政府のあり方に関する確実な保証を必要としたのである。

第三節 約定書の成立をめぐる政治的対立

井上は、 大久保の洋行論に「感服」しながら同意した翌日の九月二三目、 大久

保に書簡を宛て洋行同意のためのいくつかの条件を提示していた。

「被仰間候件々逐一奉感伺候、 充分尽力可仕覚悟に五座候、 昨夜岩公より帰

路直に大隈へ対談仕候処、 同人大きに同意、 是非とも西郷先生より板用迄管11

説明有之候得は万々可致候との事に候、 併只々留守番の者大分迷惑にも候問、

来六月には是非御帰国、 大限始め弟f不洋行相成候様は今日よりーヶ条の懇願

に 候 問、 此 辺 老 台 充 御 尽 力 胃 奉 祈 候 、 勿 論 愈 御 評 決 に候 得 は 御 留 守 番 の 長 宵

杯は聖上の 御 前において1M �ヨ協心同力と申様相成度事は言を不待候jく31>

井上の提示した条件は、 来年六月までの使節問の帰国、 その後の井上と大限の

交替洋行実現、 内政に関するI [血盟Jなどであった。 I来六月Jまで( 御 帰同」

と あ る の は、 最 初 の 使 節 団 の旅 程 計 画 が - 0 ヶ 月 以 内 であり、 実 際 岩 倉 使節 問 が

予定していた期間も「滞在日数並に旅行回数合してトヶ月半」程度であってく35>、
旅程は一年以内と設定されていた。 そして、 井tが掲げた条件の重要なポイント

!i \ r留守番の長官杯」の「 御 前Jでの「血盟協心同力lを誓うことであった勺



「血盟」の内容と方法は、 九月二十二日の岩倉宛て井上書簡に見られる。

「第一、 条約期限延引年限七筒年位に無之ては内務改革行届間敷候事、 第 a、

条約を改正し同等の権利を保全せんと欲せば期年中内務整粛を必するを大肝

要とす、 但し正院各省左院右院等の事務施設の)I[�序法則等、 各同施行の実際

を 見 聞 し 我国の 形 勢 を 推 考 し人 情 を 察 し大に 物 事 の法則を 立 つ るを 主 要とす 、

尤も其人を得ざれば施行する能はざるが故に、 方今其職に当たる人を選みlilWi

序を以て枢要の事務を取調ぶるを急務とす、 第三、 方今内務枢要の事務は分

課を立て使節外に洋行の事(中略)第四、 凡来六月頃迄には使節並に分課取

調の人員も帰国各事務に任ずべきこと、 第五、 凡て帰朝の上は留りて事務担

当の官員交替直に洋行の事、 第六、 帰朝迄は新規の改革を始めず方今の姿を

以て維持するを主とし、 来六月帰国の上大に施行の事、 第七、 廃藩置県の始

末を着るを要とする事、 第八、 左院も大に起すを主とする故、 先方今人員の

外多く増員を不為事、 第九、 右院は三八集会内儀の事、 第卜、 長官無き省は

参議より兼務の事」く36>

井上は、 条約改正交渉に至るまで少なくとも七ヶ年を必要としており、 条約改

正に不可欠な課題として「内務整粛」を掲げている。 I内務整粛」の主たる担当

者は、 国内で育った改革派官僚よりは、 井上、 大隈な ど を 含 めて主として 洋行帰

りの枢要の事務担当者であった。 井上の洋行構想、の背景には、 自らの交替洋行が

終わるまで現状を凍結し、 自ずと大蔵省が主導すべき「内務整粛」に、 洋行帰り

の大勢の実務官僚を取り込み、 洋行後の改革の主導権を搾る思惑があったといえ

よう。 第六条以下は、 洋行の聞に取るべき現状凍結のために、 井上が要求した内

政に関する諸々の措置である。 九月一二日lこ大久保が伝えている「其留守中の処

廃藩立県之始末丈之事をなし」、 「大蔵省におひても人選等之権は凡てIE院に御

握り」、 「左院は廃局同様にいたし度Jという条件の具体的表現と言えよう。 仰

し、 左院に関しては、 後に木戸が「何分にも左院丈けは早急、御きまり相立度」と



しているようにく37>、 木戸の意向に配慮して人事の凍結に止まっている。 そして、

このような条件を「機密J扱いして、 「機密」を漏らさないため「外より掩々異

論 J を 遮 断 したまま、 限 られ た 数 人の 要 人 ( 洋行 案に 関 わ る 各 種 の 史 料 か ら 、 三

条、 岩倉、 西郷、 木戸、 大限、 大久保、 井上など〉の間で議論されていた ことが

分 かる。 さらに 井上は、 密 室で議論され た 1" ún 盟」を 「 明 後 日 」のう ち に 縛 め た

う え ( 廃 藩置県 の 発表が そ うであったように ) 各 省の 長 次 官を召 集 して 「 御前 l

で 電 撃 的に発表する強 引 な 手 法を考 えていた。

しかし、 井上が提示した「血盟」の取り決めも電撃的な発表もすぐには行われ

なかった。 井上が「血盟」案を提示した「明後日」、 三条は「昨日評議の通に行

之候得は井上の議論とは脚相違lこも可有之」と伝えているように、 すぐ翌日に行

われた評議は、 井上の「血斑」案と「相違Jをみせていた。 また二七日の木戸日

記に は 、 「 今 日 洋行 論に 付 又 紛 伝 あり、 実 に過 日 来 板 垣 の 議 論 甚 困 迫 」 とある よ

うに(38)、 薩長の思惑ばかりが目立つ洋行案に対する「過日来Jの板垣の反発も、

根強く存在していたからであった。 しかし、 このような「相違」と反 発にも関 わ

らず、 三条が「大久保大蔵卿洋行被仰付候上は大蔵省の処井上少柄専任1m之ては

同省の 事務相挙不申、 就 ては同人義能々納得不仕候ては如何と!懸念 」 として いる

ようにく39)、 基本的に大蔵省における井上の「専任」を前提としていた。 これは

-0月 五日の段階になって、 「井上の勢ひ飛鳥も落るjと言われるくらいだ った

ことからも容易に推察できょう。

ところが、 五代友厚が「井上の勢ひ飛鳥も落るJと伝えたその当日に、 安場の

由利大蔵省起用問題が噴出した。 この一件は、 民蔵合省前の大蔵省をめぐる紛争

を再現し、 井上が最も重点、を置いた大蔵省の人事の凍結と「長官なき省は参議よ

り兼務之事」の条件に真っ向から挑戦するものであった。 r l(fl盟」の取り決めと

その発表が遅れるなか、 「血盟」案の最も核心部分を脅かされた井上は、 要路に

対して「左院も右院も止るlなどの「手強」い抵抗をしたわけである。 井上l



由利大蔵省起用問題が存在する限り、 大蔵卿大久保は是非とも止めて賢かねばr

らなかった。 I感伏」しながら同意した大久保の洋行を、 一転して「進退を決|

する覚悟で止めなければならなか った由縁である。 しか し、 大 久 保の洋行への強

い願望は、 西郷をして井上の要求した条件をおおよそ「引受Jさせ、 引いては以

前よりの井上の要求であった長次官らの「御前Jでの「血盟」の誓いに至ったの

である。 このような経過を経て生まれたのが、 留守政府の役割と権限などを定め

た「約定書」であった。

「第一款

御国書並遣使の旨趣を奉し一致勉力し議論矛盾目的差違を生す可らす

第二款

中外要用の事件は其時に互に報告し一月両次の書信は必敏く可らす

第三款

中外照応して事務を処置する為め特に大使事務管理の官員を命して之に従ポ

せしめ来歳大使帰国の上は中朝事務に任する官員と共に理事官等に交代し外

国へ派出せしむへし

第四款

大使使命を遂け帰国の上は各国に於て商業及考案せし条件を参酌考定し之を

実地に施行すへし

第五款

各理事官の親見習学して考案せし方法は酌定の上順次之を実地に施行し習学

了らさる者あらは代理事官之を引請完備ならしむへし

第六款

内地の事務は大使帰国の上大に改正するの目的なれは其間可成丈新規の改正

を要す可らす寓己むを得しして改正する事あらは派出の大使に照会すへし

第七款



廃藩置県の処置は内地政務の純一に帰せしむへき基なれは条理を逐て順次其

実行を挙け改正の地歩をなさしむへし

第八款

諸官省長官の欠員なるは別に任せす参議之を分任し其規模目的を変革せす

第九款

諸官省とも勅奏判を論せす官員を増益す可らす若し己むを得すして増員を要

する時は其情由を具して決裁を乞ふへし

第一O款

諸官省とも現今雇入外国人の外更に雇入れ可らす若し己むを得すして層入を

要する時は其情由を具して決裁を乞ふへし

第十一款

右院定日の会議を休め議すへき事あるに方ては正院より其旨を下し毎会議円

を定むへし

第十二款

款内の条件を遵守して違背すへからす此条件中若し増員を要する時は中外照

会して之を決すへし

(以下、 各省大輔以上一八名の署名) Jく40>

「約定書」は、 締結の経過から考えても、 井上の思惑を大幅に反映しているこ

とはいうまでもなし\0 この「約定書」を九月二二日の井上の「血盟J案と比較し

てみると、 第五款までは「血照」案の第五までとほぼ同内容である。 洋行帰りの

枢要の事務官僚が中心になって、 「内務整粛」を進めるといった実務的な洋行本

来の目的を唱っている。 第六 ・ 七款も「血盟」の第六 ・ 七条とほぼ同内容で、 留

守中の廃藩置県の後始末とそれに関する権限だけを認めている。 第八款以降にお

いても「血盟J案で唱っていた左右院の機能の大幅な縮小制限と新しい人事の凍

結を具体的に表現しており、 井上の「血盟」案はほとんどそのまま「約定書jに



反映されていたといえよう。 そして各省大柄以上一八名の署名によって「御前J

での発表を済ましたのである。 井上の思惑通りに運ばれた「約定書Jと西郷の大

蔵省御用掛の役割が難なく機能している聞は、 「井上の 勢 ひ 飛 鳥 も 落 る 」 く ら い

だっ た の であ ろ う 。

しかし西郷が、 大久保の洋行参入実現のために井上が提示した諸条件を「引受j

て、 大蔵省御用掛に就任したことは、 その場凌ぎの措置に過ぎなかった。 w佐々

木高行日記』は、 西郷と井上との関係について次のようなことを記している。

「昨日銭別の席にて、 西郷大先生井上馨へ孟を以て三井の番頭さん差上ると

相廻したる由、 或人来り云ふ、 昨日板垣の内談と符合す、 留守如何哉と!懸念、

すJ <41> 

「約定書」と共に留守政府を維持してい く 要であった西郷と井上のこのような

関係から考えると、 すでに留守政府の枠組みの一角は崩れ落ちていたといえよう。

したがって、 使節回帰国までのおよそ「卜ヶ月半|の問に「約定書lがきちんと

機能することだけが、 井上大蔵省と留守政府の安定のための唯一の保証であ った。

最後に、 約定書の成立と共に最終的に確定された岩倉使節問の構成を見てみよ

う。 特命全権大使右大臣岩倉具視(公)、 高IJ使参議木戸孝允(長)、 同大蔵卿大

久保利通(薩)、 同工部大輔伊藤博文(長)、 同外務小楠山口尚芳(肥前)を全

権 使 節 と する岩 倉 使節 団 は、 外 交 交 渉 を実 質 的 に 担 当 す る 書 記 官 七 名 、 欧 米 先 進

文明の視察の任務を主とする埋事官が七名、 その他これに従う随行員を合わせて

総勢四八名に上る。 また、 同行する留学生の数を合わせるとおよそ百名に近い大

規模の使節団であったく42>0 これは大限の最初の洋行構想、であった「全権 一人l

E 々 と は 打 って 変 わった 結 果 となった。 こ のよう な 岩 倉 使節 団 成 立 の 背 景 を、 大

限 は 次 のよう に 語 っている。

「蓋し、 使節派遣の事は、 素と余の発議にかかり、 余は進んで使節の任に当

たらんことを望み、 旦時の内閣の大立物、 政治の原動者として重望を嘱せら



る、木戸大久保の如きは、 留りて内政の整理に尽序するこそ宜からんと思ひ

しに、 世は以外の点に結果を見るものにて、 留まるへしと思ひし木戸、 大久

保は留らすして外に出て、 往かんと思ひし余は往く能はすして内に留り、 内

外の衝に当りて其実権実務を掌握刷るの大任を負はさるへからさるに至りし

こそ是非なけれ〈中略)始は単に条約改正のことのみを以て惟ーの同的と為

せし使節派遣も、 今は内政と外交とに関する幾多の目的を以て決行せらる 、

こと、為りたりJ <43> 

大限が語っている岩倉使節団の「内政と外交とに幾多の目的」とは、 何だ った

のであろうか。 維新戦争の大混乱をようやく収拾したばかりの新政府において、

最も重要な事務は、 大限も指摘している通り、 [三大難局」即ち軍事、 財政、 外

務のことであった。 岩倉使節団の成立によって、 この三大難局はどのように配分

されていたのかを見てみよう。 第一に、 外交問題は、 いうまでもなく、 岩倉使節

団の全権事務であった。 全権使節を出身別に見てみると、 公家( 1 )長州( 2 )薩摩( 1 

)肥前( 1 )であったが、 岩倉を薩派と見なして考えると、 全権使節団は薩長によっ

て占められていたといっても過言ではなかろう。 廃藩置県後の重大問題であった

条約改正事務の主導権を握ったのは薩長の藩閥であった。 第二に、 内政改革の最

重要課題として大蔵省の全権事項であった財政問題は、 井上の「専任」するとこ

ろとなり、 大隈、 渋沢栄ーなどの「木戸派」官僚の活躍が顕著であった。 第三に

維新戦争と廃藩置県改革を推進し、 明治国家存立のための原動力であった軍事は、

兵部大輔山県(卿は不在)の管轄となり、 その背後には実質的に兵隊をコ ントロ

ールしていた西郷(明治五年七月、 近衛都督 ・ 陸軍元帥となる)がいた。

」のように、 廃藩置県後の三大難局を主導したのは、 ほとんどが薩長藩閥であ

った。 特に、 留守政府の要である軍事と財政の両大事務は、 長州の山県 ・ 井上が

管掌し、 近衛都督 ・ 大蔵省御用掛西郷が背後にいて、 留守政府の権力体制を維持

していたo 要するに、 「そとjに出たのも薩長がLIJ心であれば「うちjに残って



牛耳を取っていたのも薩長が中心であった。 またがJ定書が規定しているように、

留守中の現状維持を強いることも、 使節回帰国後に行われることとなった諸改本

も、 主として薩長の役割に預かるものであった。 板上司の岩倉使節団に対する根強

い反発や 大 限の語 る 岩倉 使節 団の「内政」 に 関 する 「目的Jは、 このような醗長

による主要な権力の独占に対する批判であった言えよう。

小括

廃藩置県を目前にして構想されていた制度改革の一つに、 薩長あるいは薩長士

肥の均衡人事の構想、があった。 この均衡人事の実行の結果、 維新政府内で木戸と

共に薩長を代表していた大久保は、 不得手な大蔵卿の地位に甘んじざるを得なか

った。 大久保はこの窮屈な政治的立場を打開するため、 中務省の創設と宮内省へ

の転任などをしきりに願望したが、 いずれも果たせなか った。 しかも、 制度改革

構想は太政官三院制改革によってその骨格を現したが、 改革の骨子であった民煎

合省 は 、 従来 大久 保が 反対 して 止 ま なかったことであ り 、 な お さ ら 大 大 蔵 省 の 長

官 に 就 任 す ること と なったことは、 大久保の 政治的立場 を 益 々 窮 屈なものにした

に違いなかろう。

大久保が、 このような窮屈な政治的立場を打開するための活路 と して求めたの

が、 折しも具体化しつつあった条約改正のための洋行案であった。 しかし、 r- -

国 の 政 務 の 四 分 通 りを 統轄 」 していた大蔵 卿 大 久保の 洋行 を実現するために は

いくつかの条件をクリアしなければな ら なか った。 まず、 大隈の洋行情想、を横取

りするのは難なく奏功したが、 大 久 保留守中の巨大な大蔵省を誰が如何に安定的

に維持し得るかの問題は、 依然大久保の前に横たわっているままであった。 この

問題 を ク リ アするた め には、 ひ とまず 留守 を 守 る 要 で あった大蔵 省の 井 上 に 相叶

の 権限 を 委 任 し な け ればな ら なかった。 井 上 に 反発 する 安場の 由 利 大 蔵 省起用問



題が再び噴出した時、 この問題は具体的に表面化し、 井上は大久保の洋行阻止の

ため働きかけなければならなかったのである。 安場とは太いパイプを持っていた

大久保は、 「不本意」ながらも「何く迄も井上をfl}Jる論」に走らぎるを得なか っ

た。 廃藩置県の「大事」のため「小事を問」わなか った結果窮問な立場に立たさ

れた大久保は、 洋行参入問題においては一歩も下がろうとはしなかった。 しかし、

反対派の攻撃に晒されていた井上を説得するためには、 しかるべき措i曹を講じな

ければならなかった。 その一つが、 「井上より示談の件々」を西郷が「引受」る

ことであり、 もう一つが井上の主張を大幅に取り入れた「約定書」の締結であっ

た。 筆頭参議西郷の「引受」と「約定書Jの主な趣旨は岩倉使節同帰国までの留

守政府の現状凍結であった。 結局留守政府の枠組みは、 大久保の強引な洋行参入

のための条件として具体化された、 西郷の「引受lと-0ヶ月半の期限付のr k{-J 

定書」によって保証されるようになったのであるの
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